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シンポジウム：「誤認防止：「確認」行為をあらためて考える」

薬剤部における誤認防止の取り組み

山 下 大 輔† 第72回国立病院総合医学会
（2018年11月10日　於　神戸）
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要 旨 医薬品誤認の発生誘因として，医薬品自体に関することと，システムに関連すること
がある．医薬品自体に関することとしては，医薬品の名称や外観の類似や，多規格の

採用がある．類似した名称の医薬品を採用している場合は，どちらか一つもしくは両方の医薬品
を違う商品名の後発品に変更する等により誤認防止の対策ができる．システムに関連する対策と
しては，電子カルテ上の医薬品の表示色を変更することがある．医療安全上のハイリスク薬や抗
悪性腫瘍薬等の表示を他の医薬品と違う色に変えることにより，注意喚起を行い誤認防止対策を
行っている．また，類似名称の医薬品の前に薬効を表示することにより，オーダー時の誤認を防
ぐことができる．その他，薬剤師は病棟業務を行う上で直接患者の不利益を回避する等，さまざ
まな場面で医薬品の誤認防止に取り組んでいる．
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はじめに

　医薬品に関する医療事故は例年多数報告されてお
り，医薬品の誤認防止の取り組みは医療安全上とて
も重要と考えられる．日本で薬価基準に収載されて
いる医薬品の品目は約16,000あり，内服薬と外用薬
だけでも約13,000品目ある．これは，入院時に患者
が持参する可能性がある医薬品が，13,000品目もあ
るということになる．また，近年では後発品の使用
が推進されており，後発品への採用変更にともない
商品名が変更となり，混乱の原因となることもある．
このような中で，医薬品を誤認しないことはとても
困難であり，日々さまざまな取り組みが必要となる．
今回は，医薬品の誤認を防止するために京都医療セ
ンター（当院）薬剤部で行っている誤認防止の取り
組みについて紹介する．

取り組み

　医薬品誤認の発生誘因として，医薬品自体に関連
すること，システムに関連すること，２つに分けて
取り組みを紹介したい．
　医薬品自体に関連することとして，商品名が類似
している場合がある．例として降圧薬のアムロジピ
ン（商品名ノルバスク®）と抗悪性腫瘍薬のタモキ
シフェン（商品名ノルバデックス®）を両方採用し
ている場合がある．商品名が類似しているため，調
剤時の取り間違いによる誤認や，オーダー入力時の
選択間違いによる誤認がおこる可能性がある．この
場合の防止策として，どちらか一方または両方を商
品名が違う後発品に採用変更することがある．これ
により，商品名がアムロジピンとタモキシフェンと
なり名称が類似していることによる誤認を防ぐこと
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